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主     文 

      被告人を懲役２年６月に処する。 

      未決勾留日数中２６０日をその刑に算入する。 

      この裁判が確定した日から５年間その刑の執行を猶予する。 

      被告人から金３４１万円を追徴する。 

      訴訟費用は被告人の負担とする。 

理     由 

（罪となるべき事実) 

被告人は、令和３年４月１日から令和５年３月３１日までの間、特別地方公

共団体である愛知県競馬組合の事務局総務部総務広報課長として競馬の広報

及び宣伝等に関する事務を掌理し、同組合発注の「名古屋競馬場クロージング

及び新競馬場オープニングイベント事業」に係る運営業務（以下「本件業務」

という。）の委託先業者選定のための公募型プロポーザルの仕様書、募集要項及

び委託に係る契約書等の確認、修正、承認等を行うなどの職務に従事するとと

もに、令和３年１２月２４日以降、有料職業紹介及び障がい者雇用のコンサル

ティング等の事業を行うＡ株式会社（以下「Ａ」という。）を実質的に経営し、

同社の資金を管理していたものであるが、令和３年６月１４日、同年８月中旬

頃及び同月２７日、いずれも愛知県内又はその周辺において、イベントの企画

運営等の事業を行うＢ株式会社（以下、「Ｂ」という。）の従業員であったＣ（分

離前の相被告人。）から、メッセンジャーアプリ「ＬⅠＮＥ」を介するなどし、

前記プロポーザルに関する公表前の情報の漏洩及び企画提案書の添削等、Ｃと

の間で本件業務に関しＢ又はＣの指定する会社に下請発注する旨を合意して

いた株式会社Ｄ（以下「Ｄ」という。）が本件業務の委託先業者として選定され

るために有利かつ便宜な取り計らいを受けたい旨の請託を受け、前記取り計ら

いを受けたことに対する謝礼等の趣旨の下に供与されるものであることを知

りながら、愛知県豊田市 ab 丁目 c 番地所在のＥ信用金庫Ｆ支店に開設され、
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被告人が管理するＡ名義の普通預金口座に、Ｃの指示を受けたＢの経理担当者

を介して、令和４年４月２５日に６６万円、同年５月２５日に２７５万円のそ

れぞれ振込入金を受け、もって自己の職務に関し請託を受けて賄賂を収受した。 

（事実認定の補足説明） 

第１ 争点 

   判示罪となるべき事実のうち、被告人の官職及び職務権限、Ｃの業務内

容やＣからの請託、Ａ名義の普通預金口座への振込入金の事実には争いが

ない。本件の争点は、①被告人に賄賂性の認識があったか否か（争点①）、

②被告人がＡを実質的に経営して資金を管理していたか否か（争点②）、争

点①及び②が認められたとして、令和３年１２月２４日以前の時点で実質

的経営者でない被告人の実行行為性及び故意の有無（争点③）である。当

裁判所は、被告人が、Ｃからの請託に係る有利かつ便宜な取り計らいを受

けたことに対する謝礼等の趣旨の下に供与される賄賂と認識しながら、実

質的経営者として管理していたＡ名義の口座に入金を受けることで賄賂

を収受したと認められ、受託収賄罪が成立すると判断したため、その理由

について補足して説明する。 

第２ 賄賂性の認識（争点①） 

 １ 関係各証拠によれば、以下の各事実が認定できる。 

  ⑴ 被告人は、愛知県職員として勤務しながら、令和２年１２月頃、知人

であるＧに対し、芸術の分野における障がい者雇用事業を行う企業の設

立について相談を持ち掛け、令和３年５月にＡが設立された。また、被

告人は、同年４月１日、愛知県職員の身分を有したまま、同じく地方公

務員である愛知県競馬組合の事務局総務部総務広報課長に就任した。 

  ⑵ 被告人は、Ｂの営業開発部長であったＣに対し、Ａの営業担当に就任

することを打診し、Ｃは、Ｂに在職しながら、Ａの営業活動等に従事す

ることとなった。 
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⑶ 被告人は、同年５月２９日頃、Ｃに対し、名古屋競馬場クロージング

及び新競馬場オープニングイベント（以下、「本件イベント」という。）

が行われることやその事業規模を伝えた。これに対し、Ｃは、当時一緒

に仕事をしていたＤに本件業務を受注させ、その下請けにＡが、孫請け

にＢが入り、ＢだけでなくＡも利益を得ることを考えた（以下、「中抜き

スキーム」という。）。 

⑷ 本件業務の委託先業者選定に関し、被告人は、同年６月１４日以降、

Ｃとの間で以下のやり取りをした。なお、同年９月３日にＤが本件業務

の実施候補者として選定され、同年１０月５日に同社への委託契約が締

結された。 

   ア 同年６月１４日、Ｃから「競馬場の件も探ることができればよろし

くお願いいたします。」とＬＩＮＥで受信したメッセージに対し、「ま

た、何でもお伝えします。」「競馬場のはなしいつでできますよ。」「競

馬はあれですね。わかりました。」と返信した。さらにＣから、「競馬

場、あれです、、、できればで構いませんので。」とのメッセージを受信

した（甲５１ｐ８３）。 

   イ 同年７月３０日、Ｃに対し、企画提案書準備のために、プロポーザ

ル方式で行われることとなった本件業務の委託先業者選定の仕様書

案及び募集要項案を渡した上、同年８月４日、同仕様書案の更新版や

プロポーザルへの提出書類作成要領案を渡し、公表前の情報を漏洩し

た。 

   ウ 同年８月４日、ＣからＬＩＮＥのメッセージで、ＤとＣとの間でＤ

が本件業務の一部をＣが指定する会社に発注する旨の覚書を取り交

わす予定である旨の報告を受けるとともに、ＤとＢの間に別会社を介

在させることを前提とした覚書案の内容確認を求められ、「公告後に、

覚書の原因となる事項の取扱いが気になりました。」などと気づいた
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点を返信した（甲５１ｐ１２８、１２９）。 

   エ 同月中旬頃、ＣからＤ作成の企画提案書案の内容確認を依頼され、

Ｃに対し、同月２０日は面前で、同月２５日から翌２６日にかけては

ＬＩＮＥのメッセージを通じて、内容を助言し、修正点を教示した（甲

５１ｐ１５７、１５８）。 

   オ 同月２６日、ＣがＬＩＮＥで「大切な相談です。」「現状会社売上と

しては７５０万でＢに５００万くらいの発注で粗利２５０万くらい

の規模感になるかなと思います。まだＤへはこれに出していません。

事前に相談です。」とメッセージを送信した。これに対し、被告人は、

「全体比５パーセントの粗利なら良い感じます。」「Ｄも通ると良いで

すね。」と送信した（甲５１ｐ１５８）。 

   カ 同月２７日、Ｃから、企画提案書提出後のプレゼンテーション審査

準備のためにプロポーザルに応募した他社の情報の提供を求められ、

Ｃに対し、応募した会社の名前、企画内容等を情報提供するなどした

（甲６１ｐ１４）。 

   キ 同年１２月１７日、ＣからＬＩＮＥＷＯＲＫＳで送信された「Ｂは

Ｄから直請で、利益分の分配先は任せるから好きにやっていいよと言

われてます！今のままの施工ボリュームだと２５０万の分配ができ

ます」とのメッセージに対し、「ありがとうございます。使い方により、

経営も楽になります。助かります。」などと返信した（甲６８ｐ２３９）。 

   ク 令和４年３月２０日、ＬＩＮＥＷＯＲＫＳでＣが送信した件名に

「名古屋競馬場クロージングイベント」と記載されているＡ作成名義

のＢ宛て２０２２年３月３１日付け請求書案に対し、「色々ありがと

う。これからですので、一層、一緒にお願いします。」「Ｂへの請求で

すが、当社から名古屋競馬場とでるのが、気になるので、名古屋競馬

場を出さないカタチで請求できますか？」とのメッセージを送信した
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（甲６８ｐ７５３、甲４９ｐ１７ないし２０）。 

   ケ 同年４月２０日、Ｃから、件名に「クロージング、オープニングイ

ベント」と記載されているＡ作成名義のＢ宛て２０２２年４月２８日

付け請求書案の送信を受けた（甲６８ｐ９５９、９６２）。 

  ⑸ 同年４月２５日に前記⑷クの請求書に基づき６６万円が、同年５月２

５日に前記⑷ケの請求書に基づき２７５万円が、それぞれＢからＡの普

通預金口座に振込入金された。 

⑹ Ａは、本件業務やその追加業務に何ら関与していない。 

２ 検討 

   ⑴ 前記１で認定した事実によれば、被告人は、本件業務をＤが受注し、

ＢだけでなくＡもその下請けとして利益を上げることを前提として、そ

の進捗等の報告をＣから受けるとともに（前記１⑶、⑷ウ、オ、キ、ク）、

Ｃの求めに応じて、Ｄが本件業務の委託先業者に選定されるように、Ｃ

に対して様々な便宜を計っている（前記１⑷イ、エ、カ）。これらに加え、

被告人がＡ設立を発案したこと（前記１⑴）も踏まえれば、被告人がＣ

の考えた中抜きスキーム（前記１⑶）に関与したと見るのが自然である。 

  ⑵ 被告人は、当時、地方公務員であり、かつ、委託先業者の選定も含め

本件業務を取り仕切る立場にありながら、Ｄが本件業務の委託先業者に

選定されるように様々な便宜を図っており、その便宜の内容は、本件業

務の委託先業者選定審査においてＤを大きく利するものである。すなわ

ち、被告人が行った便宜供与は、被告人にとっては公になれば懲戒処分

に繋がる危険性の高いものであり、公務員としての長年の勤務経験を有

する被告人は、その危険性を十分に認識していたと認められる。このよ

うな便宜供与が、被告人が一切の対価や利得を得ることなく行われたと

は到底考え難い。しかも、被告人は、ＡがＢから本件業務に係る支払い

を受けるに当たり、Ａ作成名義の請求書から「名古屋競馬場」という文
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言を消すよう求めており（前記１⑷ク）、被告人が名古屋競馬場に関する

Ａに対する入金が公になるのは憚られるものであると認識していたと

認められる。以上に加え、本件業務やその追加業務にＡが何ら関与して

いないこと（前記１⑹）も踏まえれば、Ａに対する前記１⑸の振込入金

が被告人が行った様々な便宜供与の見返りとして行われ、そのことを被

告人も認識していたことが強く推認される。 

３ Ｃ証言の信用性 

  ⑴ Ｃは、大要、以下のとおり証言した。 

    令和３年５月２９日頃、被告人から、本件イベントに何かしらの形で

Ａを絡ませてほしいと依頼され、Ａに金銭的な利益をもたらせてほしい

ものと解釈し、その見返りとして本件イベントの公開前の情報をもらえ

ると期待して、前記１⑶の中抜きスキームを考え、Ｂ、Ｄから了承を得

た。また、同年６月１０日頃までには、中抜きスキームについて被告人

に説明をして了承を得、前記１⑷ウ、オのとおり、本件業務の進捗等を

被告人に報告した。 

    同年１２月頃、被告人から、ＤからＢ、ＢからＡが受注する形にして

もらえないかという提案があったため、Ｂ内の調整を経て、Ａが孫請け

で入る算段をつけ、前記１⑷キのとおり被告人に報告した。 

令和４年１月頃、被告人から、本件業務の追加業務についても、本件

業務と同様にＡに利益を与えてほしい旨依頼され、了承した。前記１⑷

クは、その追加業務に関するＡからＢへの請求書に係るやりとりである。

前記１⑷ケは、本件業務に関するＡからＢへの請求書である。修正後の

請求書に基づくものを含め、Ａに対する合計３４１万円の振り込みは、

被告人が前記１⑷イ、エ、カの取り計らいをしてくれたことに対する対

価という意味合いと認識していた。 

  ⑵ Ｃ証言の信用性 
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  ア Ｃ証言は、全体として前記１で認定した事実と整合している。また、

被告人から本件イベントや追加業務にＡを関与させることの提案がな

された点については、Ａ設立の切っ掛けを作ったのが被告人であるこ

とからすれば自然である。さらに、Ａへの振込送金が被告人による便

宜供与への謝礼等の趣旨である点についても、イベント運営等を行う

本件業務を遂行する能力のないＡをＢの下請け（Ｄの孫請け）という

名目で関与させる理由はなく、実際にＡが本件業務に関与していない

ことからすれば、合理的な説明といえる。証言当時、Ｃ自身も贈賄罪

で公判係属中ではあったものの、当初から自らの贈賄の事実を認め、

捜査段階から一貫して同旨の供述をしていることからすると、偽証罪

の制裁を科されるおそれがある公判において、Ｃが虚偽供述をする理

由は見出しがたい。  

イ この点、弁護人は、①被告人から本件イベントにＡを関与させるこ

との提案がなされた点については、被告人が令和３年６月中旬にはＡ

を解散させる方向のやり取りをＣとしていたことを示すＬＩＮＥメ

ッセージ等の客観証拠に反している、②Ｃが被告人に送った前記１⑷

のＬＩＮＥメッセージや覚書について、その文面自体からは本件イベ

ントについてのやり取りであるかは明らかでなく、Ｃ証言の裏付けと

はならないなどと指摘する。しかし、前記①については、その後もＡ

は存続していることからすれば、解散の話が一時的なものであったこ

とがうかがわれ、被告人から本件イベントにＡを関与させることの提

案がなされたこととは何ら矛盾しない。また、前記②についても、一

連の事実経過やＬＩＮＥメッセージのやり取りを全体としてみれば、

前記１⑷のＬＩＮＥメッセージや覚書は本件イベントに関するもの

であると認められ、Ｃ証言の信用性を揺るがすものではない。 

ウ よって、弁護人がＣ証言の信用性についてそのほかに指摘する点を
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踏まえても、前記⑴のＣ証言は信用できる。 

 ４ 被告人の供述の検討 

  ⑴ 被告人は、公判において、①本件業務に関し、Ｄが委託先業者に選定

されるように便宜を図ったのは、近い将来ＣがＢを退職してＡの仕事に

専念するに当たり、Ｂに大きな利益、レガシーを残すために行ったもの

であり、本件業務を通じてＡに利益を作ってほしいとＣに頼んだ事実は

ない、②Ｃの述べる中抜きスキーム自体の認識はなく、ＣにＤの下請け

をＡからＢに変更するよう提案したことはない、③Ｂからの前記１⑸の

振込送金も、Ｂの仕事に対するＣへの報酬、人件費と認識しており、Ｃ

から節税、脱税対策と説明されたなどと弁解する。 

  ⑵ しかし、被告人の公判供述は、メッセージや覚書の内容を含め、前記

１で認定した事実とは全体的に整合していない。 

前記①について、弁護人は、被告人とＣの間で情報漏洩に対する見返

りについての直接的なやり取りがないことなどからＣのレガシーのため

という被告人の公判供述は信用できると主張する。しかしながら、被告

人が行った便宜供与が一切の対価や利得を得ることなく行われたとは到

底考え難いのは前記２⑵のとおりであり、Ｃのレガシーという被告人の

利得とはいえない曖昧な目的でそのような危険を冒したというのは不自

然であるし、Ｂに大きな利益を与えれば足りるはずなのにＡを敢えて関

与させて利益を回したというのは不合理である。 

前記②については、具体的な企業名は記載されていないとはいえ、正

にＣの述べる中抜きスキームと合致する内容が記載された覚書の内容に、

被告人が具体的な助言をしている事実（前記１⑷ウ）と矛盾する。前記

③についても、この時点でまだＢを退職していないＣの報酬がＡの口座

に振り込まれていた理由としては不自然である。 

    よって、被告人の公判供述は到底信用できない。 
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  ⑶ なお、被告人は、検察官調書（乙３）において、ＢからＡに振り込ま

れた現金は被告人による便宜供与のお礼、見返りであると分かっていた

として、賄賂性の認識を自認している。この点につき、被告人は、公判

において、検察官からの長時間にわたる取調べの中で混乱し、資料も一

部しか示されず、検察官の言うことについて何でも肯定するような状態

となってしまったが、後日弁護人から資料を差し入れてもらい、当時の

状況等を思い出せるようになったと供述する。しかし、被告人は、取調

検察官に対し、調書の内容の訂正を複数にわたって求め（乙２）、その６

日後に作成された前記検察官調書（乙３）では、これまで否認していた

が、検察官や警察官がＣへの反感の気持ちについて話を聞いてくれたこ

とから、自分のしたことをしっかり見つめ直し、正直に本当のことを話

すことにした旨録取されており、被告人の言い分どおりの取調状況にあ

ったとは認められない。 

 ５ 結論 

    前記のとおり信用できるＣ証言によれば、前記３⑴のとおりの事実が認

定できる。そして、前記２のとおり検討した点に加え、本件イベントにＡ

を関与させることをＣに依頼したのは被告人であること、中抜きスキーム

が最終的にはＤから下請けとしてＢが受注し、孫請けとしてＡが受注する

という流れに変更になったのも被告人の提案によるものであることも考慮

すると、Ａに対する前記１⑸の振込入金は被告人が行った便宜供与の見返

りとして行われたことを被告人も認識していたことは明らかである。 

    以上の次第で、被告人には賄賂性の認識があったと認められる。 

第３ 被告人がＡを実質的に経営して資金を管理していたか（争点②） 

 １ Ａ代表取締役であるＨの経営関与 

  ⑴ 関係各証拠によれば、Ａは、令和３年５月にＧの経営する会社と被告

人の妻であるＨの名義により、各１５０万円が出資されて設立された株
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式会社であること、設立当初は、Ｇが代表取締役を務め、通帳や印鑑を

管理していたこと、同年１２月２４日にはＧが代表取締役を退任して経

営に関与しなくなるとともに、取締役の１人であったＨが代表取締役に

なり、その後、令和４年２月にＧの保有株式全てをＨが譲り受け、以降、

Ａの全株式をＨが保有していたことが認められる。 

  ⑵ Ｈは、Ａへの経営関与について、以下のとおり証言した。 

   ア 令和３年５月にＡの取締役に就任したものの、同社の経営会議に出

席したことはなく、Ａの業務に関与したことはなかった。出資金１５

０万円をＡ名義の口座に振込入金したかどうか、１５０万円が誰が用

意したかは分からない。 

イ 同年１２月に被告人からの頼みで代表取締役に就任した後は、被告

人やＣからの指示を受けて、保管していたＡ名義の普通預金口座のキ

ャッシュカードや通帳等を使い振込手続を行うなどしており、報酬を

もらうこともあった。令和５年５月に警察からの取調べが入った頃か

ら、Ａの代表としての意識を持つようになった。 

  ⑶ Ｈ証言の内容は、Ａが被告人とＧにより設立された会社であり、公務

員であるため取締役に就任できない被告人の代わりにＨが取締役にな

ったとのＣ証言及びＧ証言や、経営会議の議事録の内容（甲３８、３９）

と整合している。また、Ｈにはあえて被告人に不利な供述をする動機が

見当たらない。したがって、Ｈ証言は十分信用できる。 

  ⑷ 前記⑴及び信用できるＨ証言によれば、Ｈは、Ａにおいて、取締役又

は代表取締役、更には一人株主の地位にあったが、令和３年１２月まで

はその業務に全く関与しておらず、同月以降も経営に主体的に関与した

ことはなく、被告人らの指示に従って行動していたと認められる。 

 ２ 被告人の経営関与 

  ⑴ 被告人自身も認めているとおり、Ａは、芸術の分野における障がい者
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雇用事業を行いたいという被告人の理念に基づき、Ｇと相談の上で設立

された会社である。そして、前記１⑵及び⑷のとおり、Ｈは令和３年１

２月以前はＡの業務に全く関与しておらず、出資金の出処は分からない

と述べていることからすれば、会社設立時、被告人が、Ｈの名義で１５

０万円を出資したことが認められる。 

  ⑵ Ｇ証言によれば、会社設立後、経理業務は代表取締役のＧが担う一方、

被告人が会社運営を担い、被告人及びＣが営業を行うとの役割分担にな

り、会社の方針は経営会議等を通じて主に被告人がＧに業務内容を報告、

相談しながら決めていたこと、Ｇは、被告人との経営方針の対立から被

告人から経理業務を引き渡すよう要求され、代表取締役を退任したこと

が認められる（なお、Ｇ証言は、会社運営に関してＧに進捗を報告しな

がら案件を進めていることが読み取れる被告人とＣの間のＬＩＮＥメ

ッセージのやり取り（甲５１ｐ８９等）に裏付けられ、Ｃ証言とも整合

しており、信用できる。）。すなわち、被告人は、会社設立時からＡの運

営や営業に密に関与している。 

    また、前記⑴を前提にすると、Ｇ退任後にＨが取得したＡの株式は、

実質的には被告人が取得したことが推認される。 

  ⑶ さらに、令和４年４月以降、Ａの税務を担当していた税理士事務所職

員であるＩの証言によれば、同年１０月、被告人が、Ａの同年８月期の

税務申告の際、赤字決算の見通しを黒字決算に修正することを依頼し、

同年１２月、Ｉと相談しながら、Ａの第三者割当て増資等を実施したこ

と、税務申告に関するＡの窓口は専ら被告人であったことが認められ、

被告人がＡの税務面に携わっていたことが認められる。 

  ⑷ そして、Ｃは、Ｇ退任後のＡの経営者は被告人であり、被告人がＡの

預金口座を管理し、事業計画を決め、本店所在地の変更も行ったもので、

Ｃは被告人からＡの活動について報酬を払うと言われて、報酬を月４５
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万円とする業務請負契約を締結した旨証言している。Ｃ証言が信用でき

ることは前記第２・３のとおりである。 

  ⑸ 以上によれば、被告人は自らの理念に基づいてＡを設立してＧととも

にその経営に携わり、Ｇ退任後はＨの名義を借りて全株式を保有してＡ

の一人株主となった上で、預金口座を管理し、税務申告や第三者割当増

資等の会社経営において重要な財務についてＡの窓口となって税理士

事務所とやり取りを行うなど、引き続きＡの経営に携わり続けていたの

であるから、Ｇが代表取締役を退任した令和３年１２月２４日以降、被

告人がＡを実質的に経営して資金を管理していたと認められる。 

 ３ 被告人の供述 

   被告人は、Ａ設立後はＧが代表取締役としてＡを経営し、令和３年１２

月２４日以降は、ＣがＡの実質的経営者として活動していたものであり、

被告人自身はアドバイザーのような位置付けであった旨供述する。 

しかしながら、被告人の供述は、Ｇ証言及びＣ証言に反するのみならず、

Ａ設立の経緯にもそぐわない上、被告人及びＣが、いずれ被告人がＡの社

長になるべきであると考えていると読み取れるＬＩＮＥメッセージの内容

（甲５１ｐ８１）とも矛盾する。加えて、Ｃが実質的経営者であれば、第

三者増資の相談を含めたＩとのやりとりに一切Ｃの関与が見られないのも

不自然である。よって、被告人の前記供述は信用できない。 

 ４ 弁護人の主張 

弁護人は、①Ａの設立当初から、取締役であるＨが、出資金１５０万円

を出資したこと、Ｇ退任後はＡの通帳やキャッシュカードを管理して振込

送金等の事務を行い、報酬ももらっていたこと、令和５年３月末に被告人

が愛知県職員を退職した後も被告人に代表取締役を変更していないこと

などを指摘し、Ｈが名実ともにＡの代表取締役であって被告人はＨを補助

していたにすぎない、②Ｇから経理業務を引き取ることをＧに伝えたのは
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Ｃであること、ＣがＡの営業だけでなく、本店の移転先探しや従業員の雇

用にも深く関与していたことなどを指摘し、被告人は実質的経営者ではな

かった旨主張する。 

しかしながら、前記①について、Ｈが通帳等を管理して振込送金等を行

っていたといっても、被告人やＣからの指示に基づくものにすぎず、Ｈは

もとよりＧ、Ｃのいずれも、ＨがＡの取締役ないし代表取締役としての職

務を行っていたとは供述していない。また、前記②についても、弁護人指

摘のＣの関与は被告人がＡの経営に関与していなかったことを示す事情

にはならない。したがって、弁護人の主張は採用できない。 

 ５ 結論 

   以上の次第で、被告人は令和３年１２月２４日以降、Ａを実質的に経営

して資金を管理していたと認められる。 

第４ 実行行為性等（争点③）について 

   弁護人は、請託の時点において、法的には本来別個の主体である被告人

個人とＡを同一視できなければ、中抜きスキームによって被告人が賄賂を

受け取ることはできず、実行行為性及び故意がない旨主張する。 

   しかしながら、受託収賄罪における実行行為は賄賂の収受であり、請託

の時点で故意すなわち賄賂性の認識は必要ではない。なお、Ａは、芸術の

分野における障がい者雇用事業を行いたいという被告人の理念に基づい

て設立され、被告人が経営に携わった会社であり、Ａが現金の振込入金を

受けることは、会社運営資金の調達に向けた経済的負担や活動を回避でき

るなど、被告人にとっての様々な利益が考えられる上、少なくとも、自ら

の理念を実現するという被告人の欲望を満足させるに足りるものである

から、請託の時点においても、被告人は賄賂性を認識していたと認められ

る。弁護人の主張は採用できない。 

第５ 結論 
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   以上のとおり、被告人には判示の受託収賄罪が成立する。 

（量刑の理由） 

 本件は、愛知県競馬組合の広報課長であった被告人が、イベント企画運営会

社の従業員であったＣからの請託を受け、名古屋競馬場のイベント事業に係る

運営業務の委託先業者の選定に関する内部情報の漏洩等の有利かつ便宜な取

り計らいを行い、それに対する謝礼等の趣旨の下に合計３４１万円の賄賂を収

受したという事案である。 

 賄賂の金額は合計３４１万円と高額である。被告人は、公募型業者選定の審

査員の一人であるのに、業者選定に関する審査基準等の内部情報等をＣに与え、

Ｃらにイベントの趣旨に沿った企画提案書を予め練り上げることを可能にし

た上、その企画提案書の添削を行うとともに、他社の提案内容の情報も与えて

プレゼンテーションの対策を行わせ、その結果、被告人らが企図したとおりに

委託先業者が選定されており、本件犯行によって愛知県競馬組合の業務の公正

さや信頼が大きく損なわれたことは明らかである。 

被告人は、自らの理念実現のために設立した、芸術の分野における障がい者

雇用事業を行うことを目的とするＡに利益を与えるため、担当課長として前記

選定手続の公正には一層留意すべき立場にありながら、本件犯行に及んでおり、

強い非難に値する。そして、被告人は、本件犯行を否認しており、真摯な反省

の態度は見受けられない。 

他方、中抜きスキームの考案等、本件犯行遂行にあたってはＣが積極的に関

与したことが認められる。加えて、被告人に前科前歴がないこと、被告人が就

労支援等を行うＮＰＯ法人に対して３５２万円の贖罪寄付をしていることな

ど、被告人にとって酌むべき事情も認められる。 

以上の事情を考慮し、同種事案の量刑傾向も踏まえると、被告人に対しては、

主文記載の刑に処した上、今回に限り、その刑の執行を猶予することが相当で

あると判断した。 
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（求刑 懲役２年６月及び主文記載の追徴） 

令和６年１２月１６日 

    名古屋地方裁判所刑事第１部 
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